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山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

試
験
科
目

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ

に
よ
り
、
製
菓
衛
生
師
試
験
を
次

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

試
験
の
日
時

平
成
二
十
二
年
八
月
八
日
（
日
曜

試
験
の
場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二
番
地

安
委
公
告

約
の
締
結
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公

三
一
）
製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施

菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法

目

次

告菓
衛
生
師
試
験
の
実
施
（
生
活
衛
生

理
師
試
験
の
実
施
（
生
活
衛
生
課
）

営
鹿
野
大
潮
地
区
中
山
間
地
域
総
合

週
火
・
金
曜
日
発
行

い
て
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
。

の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

山
口
県
知

日
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午
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時
三
十
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か
ら
午
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整
備
事
業
（
芋
堀
換
地
区
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換
地
計
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二

井

関

成

後
三
時
三
十
分
ま
で

…
…
…
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…
…
…
…
…
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…
…
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い
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項
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書
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（
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村
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備
課
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…
…
三

平 成 年
月 日

（金曜日）

合
格
者
の
発
表
日
等
に

試
験
の
得
点
の
開
示
は

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と

書
類法

第
五
条
第
二
号
に
該

務
従
事
証
明
書

法
附
則
第
二
項
に
規
定

八

受
験
手
数
料

九
千
四
百
円
に
相
当
す
る

証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い

九

合
格
者
の
発
表
等

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
環
境
生
活
部
生

七

提
出
書
類

受
験
願
書

履
歴
書

写
真
（
縦
四
・
五
セ
ン

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面

法
第
五
条
第
一
号
に
該

法
第
五
条
又
は
附
則
第
二

五

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
十
七

は
、
六
月
七
日
ま
で
の
消
印

六

受
験
願
書
等
の
提
出
先

県
内
に
居
住
す
る
者

住
所
地
を
所
管
す
る
保

県
外
に
居
住
す
る
者

衛
生
法
規

公
衆
衛
生
学

食
品
学

食
品
衛
生
学

栄
養
学

製
菓
理
論
及
び
実
技

四

受
験
資
格

つ
い
て
は
、
試
験
当
日
通
知
す
る

、
山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生

す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表

当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
最
終
学

す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
菓
子
製
造

山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の

こ
と
。

（
郵
便
番
号
七
五
三

八
五
〇
一

活
衛
生
課

チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ

向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す

当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に

項
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
七

の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。

健
所

一

。課
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の

日
以
後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ

校
の
卒
業
証
明
書
及
び
菓
子
製
造

業
務
従
事
証
明
書

所
定
の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収

）メ
ー
ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以

る
。
）

該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す

日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場

）

得の 業入 内る 合

公

告
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（
一調

試
験

第 号

十

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ

食
文
化
概
論

衛
生
法
規

公
衆
衛
生
学

栄
養
学

食
品
学

食
品
衛
生
学

調
理
理
論

受
験
資
格

試
験
の
日
時

平
成
二
十
二
年
八
月
八
日
（
日
曜

試
験
の
場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二
番
地

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

試
験
科
目

は
が
き
を
使
用
す
る
か
、
又
は
八

の
上
す
る
こ
と
。

三
二
）
調
理
師
試
験
の
実
施

理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

そ
の
他

受
験
案
内
、
受
験
願
書
等
の
請

県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
に
す

生
師
試
験
」
と
朱
書
し
、
百
二
十

る
こ
と
。

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

二
九

律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条

い
て
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
。

山
口
県
知

日
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午

十
円
分
の
切
手
を
は
っ
た
あ
て

百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第

求
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
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は

る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場

円
分
の
切
手
を
は
っ
た
あ
て
先

は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山

七
四
）
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で

に
規
定
す
る
者
で
、
多
数
人
に

事

二

井

関

成

後
三
時
三
十
分
ま
で

先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
調
理
師

山
口
市
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町
一
番
一
号

山
口

合
は
、
封
筒
の
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に
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製
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衛

明
記
の
返
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用
封
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封
す

口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課

問
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合
わ
せ
る
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は
、
往
復

と
。こ

の
試
験
に
つ
い
て
の

合
格
者
の
発
表
日
等
に

試
験
の
得
点
の
開
示
は

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ

十

そ
の
他

受
験
案
内
、
受
験
願
書

県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生

試
験
」
と
朱
書
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、
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二

に
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影
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帽
、
正
面

最
終
学
校
の
卒
業
証
明

本
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抄
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付
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従
事
証
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八

受
験
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六
千
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円
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す
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紙
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印
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い
こ

九
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格
者
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発
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す
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保

県
外
に
居
住
す
る
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山
口
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境
生
活
部
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七
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出
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受
験
願
書

履
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書

写
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（
縦
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・
五
セ
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し
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飲
食
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を
調
理
し
て

生
省
令
第
四
十
六
号
）
第
四

の
五

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
十
七

は
、
六
月
七
日
ま
で
の
消
印

六

受
験
願
書
等
の
提
出
先

県
内
に
居
住
す
る
者

問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又

つ
い
て
は
、
試
験
当
日
通
知
す
る

、
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口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生

す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表

と
。

等
の
請
求
は
、
最
寄
り
の
保
健
所

課
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す

十
円
分
の
切
手
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は
っ
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あ
て
先

向
き
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上
半
身
像
の
も
の
と
す

書
（
氏
名
が
卒
業
証
明
書
記
載
の

こ
と
。
）

口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所

と
。

健
所

（
郵
便
番
号
七
五
三

八
五
〇
一

活
衛
生
課

チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ

供
与
す
る
施
設
又
は
営
業
で
調
理

条
に
定
め
る
も
の
に
お
い
て
、
二

日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
七

の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。

は
山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生

。課
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の

日
以
後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ

又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山

る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
調
理

明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る

る
。
）

氏
名
と
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
の

定
の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入

）メ
ー
ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以

師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年

年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事
し
た

日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場

）
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一

山 口 県
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（定期）報

県
営

の
で

覧
に

一

第 号

（
一土

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
予

カ
ー
ド
化
運
転
免
許
証
用

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

告契
約
の
締
結

の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
六
日
か
ら
同

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

公

安

委

鹿
野
大
潮
地
区
中
山
間
地
域
総
合

、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

供
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
鹿
野
大
潮
地
区
中
山
間
地
域

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

二
九

は
が
き
を
使
用
す
る
か
、
又
は
八

の
上
す
る
こ
と
。

三
三
）
県
営
鹿
野
大
潮
地
区
中
山

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

定
数
量

カ
ー
ド

二
十
五
万
五
千
六

に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た

山
口
県
知

所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

月
二
十
五
日
ま
で

員

会

整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
芋
堀

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

山
口
県
知

総
合
整
備
事
業
（
芋
堀
換
地
区

七
四
）
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で

十
円
分
の
切
手
を
は
っ
た
あ
て

間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
芋
堀

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条

百
枚

。事

二

井

関

成

換
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦

事

二

井

関

成

）
換
地
計
画
書
の
写
し

問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、
往
復

先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封

換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

最
低
価
格

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二

八

そ
の
他

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

調
達
方
法

購
入

落
札
方
式

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の

株
式
会
社

ア
イ
デ

六

落
札
金
額

九
百
枚
当
た
り
五
十
一
万

日関
成

五
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ィ
ー
シ
ス
テ
ム

東
京
都
新
宿
区

五
千
二
十
五
円

三

新
宿
四
丁
目
三
番
一
七
号

公

安

委

員

会
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成
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平
成
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十
二
年
四
月
三
十
日
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刷

十
二
年
四
月
三
十
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


